
                

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASH RADAR ＰＢシステム 

クラウドコンピューティング 
 

株式会社エヌエムシイ 

 令和5年5月9日発行（毎週火曜日発行） 

電話 03-5354-5201  FAX 03-5354-5231 

第 ６１０号 

NMC    通信 

今年 10 月から始まるインボイス制度への対応につきまして、ＰＢシステムでは 7 月に各種対応プログラムの

リリースを予定しております。 

■【予告】7 月リリース ＰＢシステム「インボイス制度」対応について 

●●● 2023 年 7 月の主なリリース項目 

PB システムメニュー リリース内容 

基本情報設定 
インボイス経過措置区分の初期設定が新設されます。仕訳入力時、中小事業者向けの負担軽

減措置を適用するか、経過措置区分（80・50・0）を初期値とするか設定できるようになります。 

仕訳日記帳ほか 
消費税欄に 【経過措置区分】 が新設されます。 

適格請求書からの入力機能が追加されます。（会計伝票メニュー） 

消費税集計表 

データ監査 

経過措置区分の消費税集計ができるようになります。 

消費税確認の監査チェック項目が追加されます。 

 

●●● 仕訳入力のイメージ 

日付 

登録№ 

摘要 

取引先 

借方科目 

補助科目 

消費税 

部門 

金額 

消費税金額 

2023/10/01 

50 

展示会費用 

[適]  株式会社エル企画 

広告宣伝費 

 

課仕入 10％ 内税  100 

共通 

220,000 

20,000 

2023/10/01 

51 

展示会費用 

[免]  田中美幸 

広告宣伝費 

 

課仕入 10％ 内税  80 

共通 

220,000 

16,000 

 

100 

80 

① 

② 

ポイント① 消費税欄に 「経過措置区分」 を新設 

「課税仕入」など従来どおりの消費税区分を入力したうえで、新設した 【経過措置区分】 の選択により消費税額を算

出する動きになります。 

ポイント② 取引先マスタや金額で、経過措置の適用可否を自動判定 

取引先マスタに登録された適格区分を参照し、経過措置区分が自動判別されます。 

また、マスタ作成 ［基本情報設定］ で中小事業者向けの負担軽減措置 （1 万円未満の取引における特例） の適用

を選択しておくことにより、仕訳ごとに金額による経過措置区分の自動判定も可能になります。 

詳しくは「サポートページ」でご案内しています 

PBシステムサポートページでリリース予定などの情報を随時更新しておりますので、ぜひご確認下さい。 

なお、6月15日発行予定の会報誌「ＮＭＣ通信」に、ＰＢシステムのインボイス制度対応についてのご案内や、

エヌエムシイ税理士法人の対応方針などを掲載予定です。 

～トップページ_トピックス 

 「インボイス制度への対応につきまして」 
ＮＭＣ サポート 


